レンタルＢＯＸ学園坂　運営規約
★運営について
1.この事業は学園坂商店会が主催し、開店後レンタルボックス実行委員会を組織して運営を行う。
商店会が主催するので営利事業ではありません。市民の皆さんに喜んでいただき、商店街を活性化させるために行うものです。そのため販売手数料はいただきませんが、原則として出店者の方が1ヶ月に1回程度(半日交代制)で店番をお願いいたします。食事代又は交通費として些少ですが差し上げます。
自分のボックスだけでなく店全体を大事にしていただくようお願いいたします。
.　　
★契約・出店･退店について
1.BOXの契約は1ヶ月単位(1日～末日)とし、退店の連絡なき場合は自動更新とさせていただきます。
2.営業時間は午前10時～午後7時　休日は毎週日曜日
3.退店する場合は契約期間残り5日前までにご連絡ください。
4.ボックス出店料は前月末までにお支払いください。
5.契約期間を１0日過ぎても出店料の支払いがなく、連絡もない場合は退店扱いとさせていただき、商品を引き上げさせていただきます。
　引き上げ商品はその後3週間預かり、連絡なき場合は処分させていただきます。
6.運営規約に反したとき、実行委員会で決められた事項を守れないとき、他の出店者に迷惑をかけたときには退店していただきます。

★商品について

1.商品の追加・交換時には、必ず店舗に備え付けの書類に記入してください
2.法に触れるもの、なま物、生き物、危険物、風俗に関するもの、政治,宗教に関するもの、その他管理者が不適切と判断したものは出品をお断りします。
3.施錠付きボックスの鍵は店側が管理・保管し、必要時に店内でのみ貸与します。
· 清算について

1.売上げに対する販売手数料はいただきません

2.売上げは1ヶ月ごとに清算し、翌月10日までに店に用意しますので

それ以降に直接店までお越しいただきお受け取りください。

· 管理、破損、盗難について
1.商品の価格、出品、陳列については出店者様の責任でお願いします。

2.火災による破損は保険の範囲内で保証いたします。

3.万が一盗難によって商品が紛失した場合、出店中の破損、天災による破損については保証いたしません。
4.商品等の購入者から出店者についての問い合わせがあった場合、氏名、連絡先に限り提供します。
その他必要に応じて実行委員会で討議、決定します。
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